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○社会福祉法人台東区社会福祉協議会短時間労働職員就業規則 

 

第１章 総則 

 

（目的）   

第１条 この規則は、社会福祉法人台東区社会福祉協議会（以下「社協」という。）が雇用

する短時間労働職員（以下「短時間職員」という。）の就業及び勤務条件について定める

ことを目的とする。  

 

（法令の適用）  

第２条 この規則に定めのないものについては、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）そ

の他の法令の定めによる。  

 

（短時間職員の定義）  

第３条 この規則において短時間職員とは、４週間を平均して１週についての勤務時間が３

１時間以内の者で、社協の業務に従事する者をいう。  

 

（法令規則の遵守義務）  

第４条 短時間職員は、法令に定められたもののほかこの規則を遵守し、その義務を誠実に

履行しなければならない。 

                           

第２章 雇用 

 

（雇用）  

第５条 社会福祉法人台東区社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）は、次の要件を

備える者を選考のうえ短時間職員として雇用する。  

（１）心身ともに健全で、社会福祉に関し理解と熱意があり、短時間職員としての能力を有

する者。  

（２）前号のほか、必要に応じた法に基づく資格を有する者。 

２ 選考の方法については、会長が別に定める。  

 

（雇用期間）  

第６条 短時間職員の雇用期間は、１年とする。ただし、年度途中で雇用された者について

は、当該年度の末日までを雇用期間とする。  

 

（雇用の更新）  

第７条 前条の規定にかかわらず会長が必要と認めた場合は、選考のうえ雇用の更新を行う



2 

 

ことができる。ただし、第９条第２号から第６号までのいずれかに該当する場合は、雇用

の更新を行わない。  

２ 前項の規定による雇用の更新は、６０歳の日の属する年度の末日までとする。ただし、

短時間職員が６０歳を超えて雇用を希望し、会長が引き続き雇用の更新が必要と認めた場

合の年齢の上限は、６５歳の日の属する年度の末日とする。 

３ ６０歳を超えて当初の雇用がされた場合に、雇用の更新が必要と認めた場合の年齢の上

限は、６５歳の日の属する年度の末日とする。なお、６５歳を超えて当初の雇用がされた

場合には、雇用の更新は行わない。 

４ 第２項及び第３項の規定に基づき雇用された者の報酬月額は、第３５条に基づく別表３

のとおりとする。 

 

（雇用期間の定めのない雇用） 

第７条の２ 前条第１項及び第６条の規定にかかわらず、労働契約法の一部を改正する法律

（平成２４年法律第５６号、平成２５年４月１日施行）に基づき、当初の雇用から雇用の

更新について、４回以上かつ通算期間が５年を超えることとなる短時間職員は、会長に対

して現に雇用されている期間が満了するまでの間に、雇用期間の定めのない雇用を申し入

れることができる。 

２ 会長は、前項の申し入れがあったときは当該申し入れを承諾し、申し入れた短時間職員

の現在の雇用期間が満了する日の翌日から、雇用期間の定めのない雇用とするものとする。 

３ 第１項に定める当初の雇用とは、年度始めの４月１日とし年度途中で雇用された者は、

その雇用された日の属する年度の翌年度の初日を雇用の始期とする。 

４ 短時間職員が雇用更新中の期間において、６ヶ月を超える空白期間が生じた場合は、空

白期間開始前の通算雇用期間は、リセット（ゼロから再通算）されるものとする。 

５ 本条に基づき、雇用期間の定めのない短時間職員への第９条第１項第２号から第６号ま

での規定は、雇用期間の定めのある短時間職員への適用と同様とする。また、その他の規

定も、原則としてすべて適用するものとする。 

６ 本条の対象となる短時間職員は、施行日以降雇用された者から適用するものとする。な

お、施行日現在雇用されている職員への適用も施行日以降適用算入するものとし、施行日

以前の雇用更新回数及び雇用通算期間は、これを算入しない。 

 

（自己都合退職）  

第８条 短時間職員が自己の都合で退職する場合は、遅くとも退職日の１ヶ月前までに文書

で申し出なければならない。 

 

（解雇理由）  

第９条 会長は、短時間職員が次の各号の一に該当する場合には、３０日前までに予告する

か又は３０日分の報酬を支払い解雇することができる。   

（１）雇用が更新されず、雇用期間が満了したとき。  
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（２）法令等の改正、事業の廃止若しくは変更又は予算の減少により廃職若しくは過員にな

ったとき。  

（３）心身の故障等により、業務の遂行に支障がある認められるとき。 

（４）勤務成績不良又は第４章の服務規律に違反したとき。 

（５）短時間職員として相応しくない非行があったとき。 

（６）前各号に規定する場合のほか、業務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。 

 

第３章 勤務 

 

（勤務場所）  

第１０条 短時間職員の勤務場所は、別表１のとおりとする。  

 

（勤務態様）  

第１１条 短時間職員の勤務日数は月１６日とし、勤務日は会長があらかじめ指定する。  

２ 短時間職員の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

３ 短時間職員の休憩時間は、正午から午後１時までとする。 

 

（勤務日の変更） 

第１２条 会長は、業務上必要と認める場合は、前条に定める勤務日、勤務時間及び休憩時

間を変更することができる。  

 

（週休日） 

第１３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務を要しない日をいう。以下同じ。）とする。 

２ 会長は、前項の規定した日に加えて、短時間職員の勤務日数が月１６日になるよう、あ

らかじめ月曜日から金曜日の間で週休日を指定する。 

 

（週休日の振替） 

第１３条の２ 会長は、短時間職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務

することを命ずる必要がある場合には、当該週休日の属する月内において別の勤務日を週

休日に振り替えることができる。 

 

（休日）  

第１４条 次の各号に掲げる日は、休日（勤務を要しない日をいう。以下同じ。）とする。 

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。）に規定する休日 

（２） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（以下「年末年始の休日」という。） 

（３） 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（以下「区条例」という。）

第１０条第３号に掲げる日 

２ 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は休日
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としない。 

 

（休日勤務） 

第１４条の２ 会長は、業務上必要と認める場合は、前条に定める休日に勤務を命ずること

ができる。 

２ 会長は、短時間職員に休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日の属する月内に

おいて別の勤務日を当該休日に代わる日（以下「代休日」という。）に指定することがで

きる。 

３ 前項に規定するもののほか、代休日に関し必要な事項は、就業規則の適用を受ける職員

の例による。 

 

（超過勤務） 

第１５条 会長は、業務上特に必要と認める場合には、短時間職員に対し第１１条第２項に

規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。 

 

（年次有給休暇）  

第１６条 短時間職員の年次有給休暇は、当該雇用月に応じて次のとおりとする。  

 

 

 

 

 

２ 雇用を更新された者の年次有給休暇については、次に定める日数を付与する。ただし、

１年に満たない勤務年数は１年とみなすものとする。 

 

 

 

３ 前２項に定める年次有給休暇の日数のうち、当該年度に使用しなかった日数がある場合

は、翌年度に限りこれを加えて付与することができる。ただし、追加して付与することが

できる日数の上限は、当該年度に付与される年次有給休暇の日数とする。 

４ 前項の規定において、前年度に勤務した総日数が勤務を要する日の８割に満たない短時

間職員はこの限りでない。 

５ 年次有給休暇は、１日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、

１時間を単位として与えることができる。この場合の１時間を１日に換算する場合は、７

時間４５分をもって１日とする。 

６ 年次有給休暇は、短時間職員の請求するときに与えることができる。ただし、業務に支

障があるときは、他の時期に与えることができる。 

７ 会長は、第１項及び第２項により付与した年次有給休暇の日数が１０日以上の短時間職

雇用月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

有給休暇 １２日 １１日 １０日 ９日 ８日 ７日 

雇用月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

有給休暇 ６日 ５日 ４日 ３日 ２日 １日 

雇用年数 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年以上 

付与日数 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 
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員に対し、５日について時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該短時間職員

が自ら５日以上請求し、取得している場合は、この限りではない。 

８ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。 

（１） 年末年始の休日 

（２） この条、第１６条の２、第１７条、第１８条（日を単位とする場合を除く。）、第１

９条、第２５条の２及び第２５条の３に規定する休暇により勤務しなかった期間 

（３） 第３０条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間 

（４） 社会福祉法人台東区社会福祉協議会短時間労働職員等の育児休業に関する規則（以

下「短時間職員育児休業規則」という。）第２条の規定により育児休業を承認されて勤

務しなかった期間 

（５） 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間 

 

（特別休暇） 

第１６条の２ 会長は、短時間職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、

勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、出生サポート

休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健検診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産

支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護のための

休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。 

 

（介護休暇）  

第１７条 会長は、短時間職員が次の各号に掲げる者（第８号から第１１号までに掲げる者

にあっては当該職員と同居している場合に限る。）で負傷、疾病又は老齢により日常生活

を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇として、介護休暇（次条第１項に規定するものを除く。以下同じ。）

を承認するものとする。 

（１） 配偶者 

（２） 父母 

（３） 子 

（４） 配偶者の父母 

（５） 祖父母 

（６） 兄弟姉妹 

（７） 孫 

（８） 父母の配偶者 

（９） 配偶者の父母の配偶者 

（１０） 子の配偶者 

（１１） 配偶者の子 

２ 介護休暇は、当該職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする１の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間内に
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おいて必要と認められる期間を承認する。 

３ 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して

利用することができる。 

４ 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じ

４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間が

ある日については、当該４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間）を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇（次条に規定す

るものを除く。）、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規

の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しな

い。 

５ 前２項の規定による介護休暇の利用方法は、必要であると認められる場合には、変更す

ることができる。 

６ 会長は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等

の提出を求めることができる。 

７ 会長は、当該申請に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、こ

れを承認しないことができる。 

８ 会長は、業務に重大な支障が生じた場合には、すでに承認した介護休暇（当該支障が生

じた日以後の期間に係るものに限る。）を取り消すことができる。 

９ 介護休暇の承認及び請求等の手続きについては、東京都台東区会計年度任用職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規則（以下「区規則」という。）第３０条の適用を受ける職

員の例による。 

  

（介護休暇を承認することができる短時間職員） 

第１７条の２ 会長は、短時間職員が介護休暇開始予定日から起算して９３日を経過する日

から６月を経過する日までの間に、その雇用期間が満了し、かつ雇用の更新がなされない

ことが明らかでない場合に介護休暇を承認することができるものとする。 

 

（短期の介護休暇） 

第１７条の３ 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う短時間職員が、当該

世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。 

２ 短期の介護休暇は、一の年において、日を単位として５日（要介護者が２名以上の場合

は１０日）以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、１時間を単位と

して承認することができる。 

３ 短期の介護休暇を請求するときは、あらかじめ所定の申出書を提出しなければならない。

ただし、緊急かつやむを得ない事由で提出できなかった場合には、事後において提出しな

ければならない。 

４ 会長は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認

できる証明書等の提出を求めることができる。 
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（介護時間） 

第１７条の４ 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする１の継続する状態ごとに、

短時間職員が要介護者の介護をするため、１日の勤務時間の一部につき勤務しないこと

が相当であると認められる場合における休暇として、介護時間取得の初日から連続する

３年の期間（当該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。）内にお

いて承認する。 

２ 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日につき２時間を超えない

範囲内で、３０分を単位として行うものとする。 

３ 短時間職員育児休業規則第１２条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時

間がある短時間職員に対する介護時間の承認については、１日につき２時間から当該部

分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４ 会長は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等

の提出を求めることができる。 

５ 会長は、職務に重大な支障が生じた場合には、すでに承認した介護時間（当該支障が生

じた日以後の期間に係るものに限る。）を取り消すことができる。 

６ 介護時間の承認及び請求等の手続きについては、区規則第３２条の適用を受ける職員の

例による。 

 

（病気休暇） 

第１８条 会長は、短時間職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。 

２ 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。 

３ 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限

の期間とする。ただし、当該期間は、連続して９０日を超えることができない。 

４ 病気休暇の承認を受けた短時間職員が、その病気休暇の期間の末日の翌日から起算して

１年以内に再び病気休暇（その症状等が当該病気休暇の期間における当該病気休暇に係

る疾病の症状等と明らかに異なる疾病によるものを除く。）の承認を受ける場合は、前後

の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。 

５ 第４７条に掲げる事由に該当して休職にされ、当該休職の期間（当該休職に引き続く休

職の期間がある場合は、当該引き続く休職の期間。以下この項において同じ。）が満了し

た職員について、当該休職の期間の末日の翌日から起算して１年以内に病気休暇の承認

を受けることができる場合は、その症状等が当該休職の期間における当該休職に係る疾

病の症状等と明らかに異なる疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合に限るものとする。 

６ 病気休暇を請求するときは、医師の証明書を示さなければならない。 

 

（労働傷病休暇） 



8 

 

第１９条 会長は、短時間職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により療養する必要があ

り、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、労働傷病休暇を承認する。 

２ 労働傷病休暇は、日を単位として承認する。 

 

（公民権行使等休暇）  

第２０条 短時間職員が、選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行（以

下、「公民権行使等」という。）をする場合、その必要とする時間を休暇として与えること

ができる。  

２ 前項前段の場合、業務の都合上利用させる時刻を変更することができる。 

３ 公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証明する書類の提出を求めること

ができる。 

 

（出生サポート休暇） 

第２０条の２ 出生サポート休暇は、短時間職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合の休暇とする。 

２ 出生サポート休暇は、１会計年度において、日を単位として、５日（体外受精及び顕微

授精に係るものである場合にあっては、１０日）以内で承認する。ただし、職務に支障が

ないと認められるときは、１時間を単位として承認することができる。 

３ 会長は、出生サポート休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認

できる証明書等の提出を求めることができる。 

 

（妊娠出産休暇）  

第２１条 妊娠出産休暇は、女子の短時間職員（以下「女子職員」という。）に対し、その

妊娠中及び出産後を通じて１４週間（多胎妊娠の場合にあっては、２２週間）以内の引き

続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中

に６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）を超えて休養することがやむを得ない

と認められるときは、１４週間（多胎妊娠の場合にあっては２２週間）にその超えた日数

に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。 

２ 会長は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも６週間（多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間）、出産後の少なくとも８週間与えるものとする。ただし、出産後６週間を

経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた

業務に就くときは、この限りでない。 

３ 出産後の休養は、出産の翌日から起算して８週間を経過する日までの引き続く期間与え

るものとする。ただし、特別の理由があり会長が必要と認める場合は、第１項本文に規定

する期間内において、必要な期間延長することができる。 

４ 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。 

 

（妊娠初期休暇）  
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第２２条 妊娠初期の女子職員が、妊娠に起因する障害により勤務することが困難な場合、

一妊娠につき１回限り１日単位で、引き続く７日以内の休暇を与えるものとする。 

２ 妊娠初期休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。 

 

（母子保健健診休暇）  

第２３条 母子保健健診休暇は、妊娠中又は出産後１年を経過しない女子職員が、母子保健

法（昭和４０年法律第１４１号）の規定に基づく医師、助産師又は保健師（以下「医師等」

という。）の健康審査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は必要と認め

られる時間とする。  

２ 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠

２３週までは４週間に１回、妊娠２４週から３５週までは２週間に１回、妊娠３６週から

出産までは１週間に１回（但し、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間に

ついてもその指示された回数。）及び出産後１年までは、医師等の指示された回数の範囲

内で承認する。  

３ 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を提出しなければならない。  

 

（妊婦通勤時間）  

第２４条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、

当該職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害する恐れのあるときに、交通混雑を

避けるための休暇とする。 

２ 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、それぞれ３０分又はいずれか一

方に６０分の範囲内で承認する。  

３ 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を提示しなければならない。  

 

（育児時間）  

第２５条 育児時間は、生後１年に達しない子（区条例第９条の２第１項において子に含ま

れるものとされる者を含む。第１７条第１項第１０号及び第１１号を除き、以下同じ。）

を育てる短時間職員が当該子を育てるための休暇とする。  

２ 育児時間は、正規の勤務時間において、１人の子（１回の出産で生まれた複数の子は、

１人の子とみなす。）について１日２回それぞれ３０分間承認する。 

３ 男子の短時間職員（以下「男子職員」という。）の育児時間は、次の各号のいずれかに

該当する場合には承認しないものとする。 

（１） 育児時間により育てようとする子について、配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）が、労働基準法その他の法律により出産後の休養を命じられている場

合。 

（２） 配偶者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号。以下「育児介護休業法」という。）その他の法律により育児休

業している場合。 
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（３） 育児時間により育てようとする子について、配偶者が常態として育てることができ

る場合。 

４ 第２項の規定にかかわらず、男子職員の育児時間は、その配偶者が当該子について育児

時間（当該配偶者が短時間職員でない場合にあっては、労働基準法第６７条の規定による

育児時間又は他の法律等に基づく育児時間に相当するもの。以下この項において同じ。）

を利用するときは、１日について６０分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引い

た時間を限度とする。 

５ 会長は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。 

 

（出産支援休暇） 

第２５条の２ 出産支援休暇は、男子職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家

事等を行うための休暇とする。 

２ 出産支援休暇は、配偶者の出産の前後を通じて、日を単位として２日以内で承認する。 

３ 会長は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者の出産の事実を確認できる証明書等の

提出を求めることができる。 

 

（育児参加休暇） 

第２５条の３ 育児参加休暇は、男子職員がその配偶者の産前産後の期間に育児に参加する

ための休暇とする。 

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後８週間を経過する日まで

の期間内において承認する。ただし、男子職員に当該職員又はその配偶者と同居する小学

校就学の始期に達するまでの子がある場合は、配偶者の出産予定日の６週間（多胎妊娠の

場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間内

において承認する。 

３ 育児参加休暇は、日を単位として、５日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと

認めるときは、１時間を単位として承認することができる。 

４ 会長は、育児参加休暇を承認するときは、配偶者の出産の事実を確認できる証明書等（第

２項ただし書に規定する場合にあっては、出産の事実を確認できる証明書等及び当該職

員又は配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等）の提出を求めることがで

きる。 

 

（生理休暇）  

第２６条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。 

２ 会長は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはなら

ない。 

 

（慶弔休暇）  

第２７条 短時間職員は、申出により日を単位として次の各号の一に該当する場合は、慶弔
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休暇を取得することができる。  

（１）短時間職員が結婚する場合は、引き続く７日  

（２）短時間職員の親族が死亡した場合は、別表２による引き続く日数  

（３）父母の追悼のための特別な行事を行う場合は、１日 

２ 前項第２号及び第３号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に

要する往復日数を加算することができる。 

３ 会長は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求め

ることができる。  

 

（災害休暇）  

第２７条の２ 災害休暇は、短時間職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害によ

り滅失し、又は損壊したことにより、当該職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しない

ことが相当と認められる場合の休暇とする。 

２ 災害休暇は、日を単位として、７日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。 

３ 会長は、災害休暇を承認するときは、短時間職員の現住居が滅失し、又は損壊したこと

を確認できる証明書等の提出を求めることができる。 

 

（夏季休暇）  

第２８条 夏季休暇は、７月１日から９月３０日までの夏季の期間において、短時間職員が

心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当と認められ

る場合の休暇とする。  

２ 夏季休暇は、原則として日を単位として３日以内で承認する。 

 

（子の看護のための休暇）  

第２９条 会長は、小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この項に

おいて同じ。）を養育する短時間職員が、その子の看護（負傷し又は疾病にかかったその

子の世話を行うことをいう。）及び予防接種又は定期健康診断のため、勤務しないことが

相当と認められる場合、子の看護休暇を承認する。この場合、短時間職員以外の子の看護

可能な家族等がいる場合であっても、短時間職員が実際にその看護に従事する場合には、

勤務しないことが相当であると認めるものとする。 

２ 子の看護のための休暇は、１会計年度において、日又は時間を単位として、５日以内で

承認する。 

３ 第１項に規定する子が２人以上の場合は、１０日を限度とする。この場合の１０日は、

同一の子の看護のために承認することができる。 

４ 会長は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる

証明書等の提出を求めることができる。 

 

（期間計算） 
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第２９条の２ 第１７条、第１７条の４、第１８条、第２１条、第２２条及び第２６条から

第２７条の２までの規定による休暇の期間には、勤務を要しない日を含むものとする。 

 

（職務に専念する義務の免除） 

第３０条 短時間職員は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ会長の承認を得て、その

職務に専念する義務を免除されることができる。 

（１）第３２条の規定に基づく研修を受ける場合。 

（２）骨髄バンク事業にかかる骨髄の提供又は末梢血幹細胞の提供で、医療機関等に行く場

合（登録及び提供のために必要な検査を含む。）。 

（３）その他事務局長が、職員福利厚生事業への参加等、特に職務に専念する義務を免除す

ることが必要と認めた場合。 

 

（育児休業）  

第３１条 短時間職員の育児休業については別に定める。  

 

（研修）  

第３２条 会長は、短時間職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技術を習得させるため、

研修を命じることができる。  

２ 前項により受講した短時間職員は、受講終了後すみやかに研修報告書を会長に提出しな

ければならない。  

 

第４章 服務・弁償 

 

（服務）  

第３３条 短時間職員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。  

（１）雇用期間中及び雇用期間終了後、業務上直接あるいは間接に知り得た個人又は団体に

関する情報を他に漏らさないこと。  

（２）業務時間中は、上司の指示に従い、業務に専念すること。  

（３）業務時間中は、職員証を所持するとともに名札を着用すること。 

（４）許可なく業務以外の目的で、社協の施設設備、車輛その他の物品を使用又は持ち出さ

ないこと。  

（５）許可なく業務以外の目的で、社協の施設を利用して報道、宣伝、募金、署名活動その

他これに類する活動を行わないこと。  

（６）許可なく業務以外の目的で、社協の施設内において政治活動及び宗教活動を行わない

こと。  

（７）許可なく業務以外の目的で、社協施設の内外、その他多人数の眼にとまる場所におい

て、貼り紙をし又は施設内で印刷物を配布しないこと。    

（８）休業日に、許可なく社協の施設内に立ち入らないこと。  
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（９）社協の名誉や信用を損ない又は利益を害する行為をしないこと。  

 

（弁償責任）  

第３４条 会長は、短時間職員が故意又は重大な過失により、社協に損害を与えた場合は、

その損害の全部又は一部を弁償させることができる。  

 

第５章 報酬、諸手当及び費用弁償 

 

（報酬等） 

第３５条 短時間職員の報酬、手当及び費用弁償については、別に定める。 

 

（報酬の減額） 

第３６条 削除 

２ 削除 

 

（通勤手当） 

第３７条 削除 

２ 削除 

 

（費用弁償） 

第３８条 削除 

２ 削除 

 

（賞与） 

第３９条 削除 

 

（退職金） 

第４０条 削除 

 

 

第６章 安全衛生及び福利厚生 

 

（安全衛生教育） 

第４１条 短時間職員は、従事する業務に関する安全及び衛生のための必要な事について、

社協が実施する教育を受けなければならない。  

 

（安全衛生留意義務）  

第４２条 短時間職員は、社協の定めた規定に従い、危害の予防及び安全衛生の向上に努め
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るとともに、社協の行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。  

 

（福利厚生）  

第４３条 短時間職員は、毎年定期的に実施する健康診断を受診しなければならない。 

２ 短時間職員は、社会福祉法人福利厚生センター及び台東区産業振興事業団勤労者サービ

スセンターに加入するものとする。  

 

（被服貸与）  

第４４条 会長は、短時間職員の業務遂行の利便を図るため、必要に応じ被服を貸与するこ

とができる。  

２ 被服貸与者、貸与品、貸与期間については、別に定める。  

 

 

第７章 災害補償及び社会保険 

 

（災害補償）  

第４５条 短時間職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号）に定めるところによる。  

 

（社会保険）  

第４６条 短時間職員は、協会健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入するものとする。 

２ 会長は、介護休暇、妊娠出産休暇及び育児休業により報酬が支払われない月における社

会保険の被保険者負担分を、当該月の１５日までに短時間職員に請求するものとし、短時

間職員は会長が指定した日までに支払うものとする。 

  

 

第８章 委任 

 

（委任）  

第４７条 この規則の施行について必要なことは、別に定める。  

 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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   附 則 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。但し、第３章については、平成１９年

９月１日現在の該当短時間職員から適用する。  

   附 則 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

   

 附 則 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。但し、第１６条第３項の規定は、平

成２３年３月３１日現在の当該短時間職員から適用する。 

２ 第３７条に規定する別表４の通勤手当の限度額は、平成２３年１月１日現在の当該短

時間職員から適用する。  

 附 則 

 この規則は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和２年６月３０日から施行する。但し、改正後の社会福祉法人台東区社会 

福祉協議会短時間労働職員就業規則第３９条の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

 この規則は、令和４年７月１日から施行する。 

 



16 

 

別表１（第１０条） 

名 称 社会福祉法人台東区社会福祉協議会 

所在地 東京都台東区下谷一丁目２番１１号 

 

別表２（第２７条） 

区 分 親 族 の 範 囲 日 数 

配偶者 
届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事

情にあるものを含む。 
１０日 

血 族 

一親等の直系尊属（父母） 

〃   直系卑属（子） 
１０日 

二親等の直系尊属（祖父母） ７日 

二親等の直系尊属（孫） 

〃   傍系者 （兄弟姉妹） 
５日 

三親等の直系尊属（曽祖父母） 

〃   傍系尊属（伯叔父母） 
５日 

三親等の傍系卑属（甥姪） ３日 

四親等の傍系者 （従兄弟姉妹） １日 

姻 族 

一親等の直系尊属（父母） 

〃   直系卑属（子） 
５日 

二親等の直系尊属（祖父母） ３日 

二親等の直系尊属（孫） 

〃   傍系者 （兄弟姉妹） 
２日 

三親等の直系尊属（曽祖父母） 

〃   傍系尊属（伯叔父母） 

〃   傍系卑属（甥姪） 

１日 

 

別表３（第３５条） 

区    分 雇用日数 雇用時間数 報 酬 月 額 

事務職 

月１６日 
一週につき 

３２時間以内 

報酬第Ⅰ １７０，７００円 

報酬第Ⅱ １８５，１００円 

報酬第Ⅲ ２０１，３００円 

 事務局庶務事務事業 

地域福祉事務事業 

在宅福祉事務事業 

権利擁護事務事業 

   

別表４（第３７条）  

通勤手当月額限度額  ５５，０００円 
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附 則 

別表３の報酬月額の適用については、次のとおりとする。  

１ 報酬第Ⅰは、平成１８年４月１日以降新たに雇用される者に適用する。  

２ 報酬Ⅱは、平成１８年３月３１日までに雇用された者に適用する。   

３ 報酬Ⅲは、報酬Ⅱの適用期間（勤務年数）が６年以上経過し、かつ、勤務成績が優秀

な場合に適用するものとする。なお平成１８年４月１日以降雇用された者（報酬第Ⅰを

適用）が報酬第Ⅱの適用を受けるには、勤務年数が２年以上経過し、かつ、勤務成績が

良好な場合とする。  

４ 勤務年数の計算においては、平成１８年３月３１日までに雇用された者については、

一定の加算措置を設けるものとする。  

５ 実施時期は、平成１８年４月１日とする。 

 

附 則 

別表３の報酬月額の適用については、次のとおりとする。 

区    分 雇用日数 雇用時間数 報 酬 月 額 

事務職 

月１６日 
一週につき 

３１時間以内 

報酬第Ⅰ １６９，６００円 

報酬第Ⅱ １８３，２００円 

報酬第Ⅲ １９９，１００円 

 事務局庶務事務事業 

地域福祉事務事業 

在宅福祉事務事業 

権利擁護事務事業 

１ 平成１８年４月１日以降に採用された者（報酬第Ⅰを適用）が、報酬第Ⅱの適用を受

けるには、勤務年数が２年以上経過し、かつ、勤務成績が良好な場合とする。  

２ 報酬第Ⅲは、報酬第Ⅱの適用期間（勤務年数）が６年以上経過し、かつ、勤務成績が

優秀な場合に適用するものとする。  

３ 勤務年数の計算においては、平成１８年３月３１日までに雇用された者については、

一定の加算措置を設けるものとする。 

４ 報酬月額の実施時期は、平成２０年４月１日とする。 

 

 

附 則 

１ 第７条第２項及び第３項に基づく短時間職員の報酬月額は、以下のとおりとする。 

（１）第７条第２項の６０歳を超えて、引き続き雇用の更新がされた場合の報酬月額は、

原則として６５歳まで報酬第Ⅰとする。ただし、６０歳時の報酬が別表３の報酬月額

第Ⅲの者は報酬第Ⅱ、報酬第Ⅱの者は、報酬第Ⅰとする。 

（２）当初の雇用から更新により勤務年数が２年経過した時が６０歳の場合は、「平成１

８年４月１日実施の報酬月額の適用」にかかわらず、６５歳まで報酬第Ⅰとする。ま

た、６０歳を超え又は６５歳を超えて当初の雇用があった場合も、勤務年数にかかわ

らず引き続き報酬第Ⅰとする。 
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２ 第７条第２項から第４項の規定は、平成２６年 ３月３１日現在の当該職員から適用

する。 

３ 平成２０年４月１日を実施時期とする報酬月額の報酬第Ⅱ及び報酬第Ⅲへの適用に

ついて、以下の項目を追加する。 

（１）適用にあたって必要となる勤務年数経過期間中に、育児休業取得の期間がある場合

は、これを勤務年数に算入しない。 

（２）前号の算入しない期間は、その期間終了後当該期間相当の期間の勤務により、適用

に必要な期間を満たした場合は、満たした日の属する年度の翌年度の初日から適用で

きる対象とするものとする。 

４ この附則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


